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岐阜県後期高齢者医療広域連合運営懇話会設置要綱

平成１９年６月１日決裁

（設置）

第１条 岐阜県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）の円滑な事業運営を

図り、後期高齢者医療制度を推進するため、岐阜県後期高齢者医療広域連合運営懇話会

（以下「懇話会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 懇話会は次に掲げる事項のうち、広域連合長が必要と認めるものについて協議す

る。 

 (１) 保険料に関すること 

 (２) 給付事業に関すること 

 (３) 保健事業に関すること 

 (４) 広域計画に関すること 

 (５) 前各号に定めるもののほか、広域連合の円滑な事業運営に必要なこと 

 （組織）

第３条 懇話会の委員は、１１人以内とし、次に掲げる者の中から広域連合長が委嘱する。

(１) 被保険者を代表する委員

(２) 保険医等を代表する委員

(３) 識見を有する委員

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

（座長）

第４条 懇話会に座長を置き、委員の互選により定める。

２ 座長は、懇話会を代表し、会務を総括する。

（会議）

第５条 懇話会の会議は、座長が招集する。

２ 座長は、懇話会の会議の議長となる。

（関係者の出席）

第６条 座長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができ

る。

（庶務）

第７条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。

 （委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会

に諮って別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成２２年９月３日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成２６年５月２２日から施行する。
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１．後期高齢者医療制度及び岐阜県後期高齢者医療広域連合について 

「後期高齢者医療制度」は、７５歳以上の高齢者の方と６５歳以上の一定の障がいのある方を被保険者として平成

２０年４月１日から施行されています。 

岐阜県内の全市町村が加入する岐阜県後期高齢者医療広域連合では、関係市町村と緊密に連携し、被保険者への積

極的な広報活動を実施しご理解を得るとともに、安心して医療を受けられ、地域で健康的な生活が送れるよう、現行

制度の円滑かつ安定的な運営に努めております。 

平成２７年３月には、効果的かつ効率的な保健事業の実施を図り、被保険者の健康保持増進に努めるよう「岐阜県

後期高齢者医療データヘルス計画」を策定しました。この計画に従い従来の「ぎふ・すこやか健診」に加えて、平成

２７年度からは、「ぎふ・さわやか口腔健診」を開始しております。 

平成３０年２月定例会では、第６期財政運営期間に当たる平成３０年度・平成３１年度の保険料率の改定を含む条

例の改正を行いました。
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議会
監査委員
選挙管理委員会

公平委員会

各種報告書、統計資料

8名（＋保健師1名）
レセプト審査

給 付 係

市町村支援

市町村支援

49名
2名
4名
3名

電算処理業務
被保険者の認定

事 務 局

電 算 係

被保険者の適用除外

資格電算課長

各事務局は、
局長・次長・総
務課職員が兼
務

保険料率の決定

システム管理業務

保険料の減免等

被保険者証の交付
資格証明書の発行

事 務 局 長

給 付 課 長

（5名*非常勤）

1名

6名
資格管理係

広報、各種統計

広域連合長
（1名*非常勤）

事務局次長
1名

1名

副広域連合長

総 務 課 長

1名

4名

決算の調製

広域連合議会、委員会
文書管理、情報公開

総務企画係

会 計 課

支出負担行為に関する確認

会計管理者兼会計課長
1名

現金及び財産の記録管理

1名
現金の収納及び保管

人事、組織、給与、服務

その他会計庶務

事務所施設管理

指定金融機関

セキュリティ対策業務

1名

3名

その他総務庶務

財務（予算、決算）、契約

資格取得・喪失の届出受理

条例制定、改廃 その他電算庶務

保険料の賦課

岐阜県後期高齢者医療広域連合組織図 （平成３０年度）

国等の負担金・補助金・交付金
月報・年報

過誤請求・返戻
診療報酬支払
事業状況報告
償還払いの審査、支払い
葬祭費の支給
給付制限
振込不能対応
医療費適正化
保健事業
第三者行為求償事務依頼
その他給付・保健事業事務

その他資格管理・賦課庶務
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岐阜県後期高齢者医療広域連合　平成２９年度決算状況

保健事業費
約７．２億円

０．３％

医療給付費
約２，３４２億円

９６．９％

その他
約６８億円

２．８％

・事務経費：約４．９億円
・葬祭費：約８．７億円
・交付金の過年度精算金：約４６億円

　　　　　　　　　　　　　　　　等

～医療給付費の財源～

後期高齢者医療特別会計　決算総額：約２，４１７億円

◎ぎふ・すこやか健診：約５．９億円

◎ぎふ・さわやか口腔健診：０．７億円

◎医療費通知：約０．４億円

◎後発医薬品利用差額通知：約０．０３億円

◎長寿健康増進事業補助：約０．１億円

公費　約５０％
（国：県：市町村）

（計算上１，１７１億円）

被保険者からの保険料
約１０％

（計算上２３４億円）
※実際には８％程度

現役世代からの支援金
約４０％

（計算上９３７億円）

～保健事業実施状況～
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年 度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

人 数 235,312人 241,671人 248,672人 255,128人 261,611人 266,872人 270,687人 277,621人 285,416人 292,816人

前年度からの
伸 び 率

－ 2.7% 2.9% 2.6% 2.5% 2.0% 1.4% 2.6% 2.8% 2.6%

被保険者数
（岐阜県後期高齢者医療広域連合決算数値より　年間平均被保険者数を算出）

230,000人

240,000人

250,000人

260,000人

270,000人

280,000人

290,000人

300,000人

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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年 度 ※平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

額 646,833円 732,896円 752,867円 771,371円 771,008円 785,737円 781,684円 809,204円 794,129円 799,847円

前年度からの
伸 び 率

－ 13.3% 2.7% 2.5% ▲0.0% 1.9% ▲0.5% 3.5% ▲1.9% 0.7%

一人当たり医療給付費

※平成２０年度は、４月～２月の１１月分

（岐阜県後期高齢者医療広域連合決算数値より）

600,000円

650,000円

700,000円

750,000円

800,000円

850,000円

※平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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年 度 ※平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

額 152,207,486千円 177,119,774千円 187,216,951千円 196,798,276千円 201,704,091千円 209,691,284千円 211,591,600千円 224,652,038千円 226,657,141千円 234,208,063千円

前年度からの
伸 び 率

－ 16.4% 5.7% 5.1% 2.5% 4.0% 0.9% 6.2% 0.9% 3.3%

医療給付費全体

※平成２０年度は、４月～２月の１１月分

（岐阜県後期高齢者医療広域連合決算数値より）

150,000,000千円

160,000,000千円

170,000,000千円

180,000,000千円

190,000,000千円

200,000,000千円

210,000,000千円

220,000,000千円

230,000,000千円

240,000,000千円

※平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

9



年 度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

額 13,283,822千円 13,471,255千円 13,593,372千円 13,842,591千円 14,884,988千円 15,181,312千円 15,593,552千円 15,676,400千円 17,068,643千円 18,001,397千円

前年度からの
伸 び 率

－ 1.4% 0.9% 1.8% 7.5% 2.0% 2.7% 0.5% 8.9% 5.5%

保険料賦課額
（岐阜県後期高齢者医療広域連合決算数値より）

13,000,000千円

14,000,000千円

15,000,000千円

16,000,000千円

17,000,000千円

18,000,000千円

19,000,000千円

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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年 度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

収 納 率 99.19% 99.33% 99.40% 99.52% 99.52% 99.50% 99.49% 99.50% 99.46% 99.49%

前年度からの
増 減

－ 0.14% 0.07% 0.12% 0.00% ▲0.02% ▲0.01% 0.01% ▲0.04% 0.03%

（参考）全国 98.7% 99.0% 99.1% 99.2% 99.2% 99.2% 99.3% 99.3% 99.3% 公表前

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２７年度 平成２８年度

99.20% 99.30% 99.40% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50% 99.50%

98.70% 99% 99.10% 99.20% 99.20% 99.20% 99.30% 99.30% 99.30%

保険料収納率
（後期高齢者医療事業年報より）

98.50%

98.70%

98.90%

99.10%

99.30%

99.50%

99.70%

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

全国

岐阜県
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平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

受 診 率 12.2% 11.3% 12.2% 17.5% 18.0% 18.8% 21.3% 21.0% 21.5% 21.8%

前年度からの
増 減

－ ▲0.9% 0.9% 5.3% 0.5% 0.8% 2.5% ▲0.3% 0.5% 0.3%

（ 参 考 ）全国 20.7% 21.9% 22.7% 23.7% 24.5% 25.1% 26.0% 27.6% 28.0% 公表前

受 診 率 5.2% 4.9% 5.2%

前年度からの
増 減

－ ▲0.3% 0.3%

※口腔健診の全国受診率は未公表

ぎふ・さわやか口腔健診

（岐阜県後期高齢者医療広域連合決算数値より）

ぎふ・すこやか健診／ぎふ・さわやか口腔健診

ぎふ・すこやか健診

年度

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

健診（全国）

すこやか健診（岐阜県）

さわやか口腔健診（岐阜県）
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保健事業の実施計画について
（第２期データヘルス計画）

運営懇話会説明資料

平成３０年１１月１６日

岐阜県後期高齢者医療広域連合

２．保健事業の実施計画（第２期データヘルス計画）について
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■ 計 画 の 位 置 付 け

• 保健事業の実施計画（データヘルス計画）（以下「計画」とい
う。）とは、被保険者の健康保持増進に資することを目的として、
岐阜県後期高齢者医療広域連合が効果的かつ効率的な保健事業の
実施を図るため、健康診断等の結果、レセプトデータ等の健康・
医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用をするもので
ある。

• 計画は、健康増進法に基づく「基本的な方針」を踏まえるととも
に、岐阜県健康増進計画や市町村健康増進計画、岐阜県医療費適
正化計画、介護保険事業計画と調和のとれたものである。
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■ 計 画 の 概 要

■計画期間
平成３０ ３５年度（６年間）

■主な記載事項
（１）基本的事項（①計画の趣旨 ②計画期間 ③実施体制・関係者連携）
（２）現状の整理（①保険者等の特性 ②前期計画等に係る考察）
（３）健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出
（４）目標
（５）保健事業の内容
（６）計画の評価
（７）計画の公表・周知
（８）個人情報の取り扱い
（９）地域包括ケアに係る取組及びその他留意事項

保健事業の実施計画（データヘルス計画）は、高齢者の医療の確保に関す
る法律第１２５条第１項の規定及び保健事業の実施等に関する指針に基づ
き、保健事業の実施及び評価を行うために策定するもの
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■ 保健事業の目的及び主な実施内容

〇ぎふ・すこやか健診
〇ぎふ・さわやか口腔健診
〇後発医薬品差額通知
〇適正受診指導

・重複頻回受診者への訪問指導
・適正服薬指導

〇高齢者の特性に合わせた保健事業
・低栄養予防
・重症化予防

○市町村対象研修会

被保険者が、できるだけ長く自立した日常生活を送るため、市町村・医師
会等関連機関と後期高齢者医療広域連合が共に被保険者のQOL維持・向上の
ための事業を推進することを目的とする。

■目 的

■主な実施内容
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■ 岐阜県の後期高齢者医療費と被保険者の推移
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岐阜県後期高齢者医療広域連合における医療費及び被保険者数について
は、毎年増加しています。

（被保険者数は、年間平均被保険者数を採用しています）

出典：岐阜県後期高齢者医療広域連合決算数値
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■ ぎふ・すこやか健診
■目的
生活習慣病等を早期に発見して、必要に応じて、医療につなげていくことによ
り、疾病の重症化を予防することを目的とする。
■目標
受診率20％以上の市町村数の増加を目指します。

■実績
平成28年度（19）、平成29年度（22）

受診率（％）
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■ ぎふ・さわやか口腔健診
■目的
後期高齢者の口腔機能低下による誤嚥性肺炎や生活習慣病等の重症化予防を図る
ため、歯・歯肉の状態、口腔内の衛生状態や口腔機能をチェックすることによ
り、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
■目標
受診率５％以上の市町村数の増加を目指します。

■実績
平成28年度（10）、平成29年度（10）

受診率（％）
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■ 後発医薬品差額通知

■目標
医療費適正化を目的に、後発医薬品差額通知の発送を継続し、国において目標と
されている数量シェア８０％以上を目標とする。

（H30年度:70％、H31年度:74％、H32年度:77％、H33年度:80％、H34年度:前年実績以上）
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■ 適正受診指導

重複頻回受診者への訪問指導について、実施方法等の見直しを含めて、訪
問指導実施人数の増加と改善率50％以上を目指します。また、適正服薬指
導は、平成32年度開始を目途に、新規事業化の検討をします。

年度 実施市町村数 実施人数 市 町 村 名
平成２７年度 ４市 23名 中津川市、瑞浪市、恵那市、下呂市
平成２８年度 ３市町 17名 瑞浪市、恵那市、白川町
平成２９年度 ４市町 21名 中津川市、瑞浪市、恵那市、白川町

出典：平成28年社会医療診療行為別統計（表14：院内処方-院外処方別にみた薬剤種類数別件数の構成割合）

（平成28年6月審査分）■全国後期高齢者医療制度における薬剤種類別件数の構成割合

■重複頻回受診者訪問実績
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■ 高齢者の特性に合わせた保健事業

高齢者が増えている現代社会において、フレイルに早く気付き、正しく介
入（治療や予防）することが大切です。低栄養・生活習慣病の重症化予防
を行い、筋・骨格疾患医療費の抑制、新規要介護認定者の抑制をするため
に、すでに実施している訪問口腔健診を継続するほか、新規の事業につい
ては平成33年度の実施を目指し、平成31年度には、パイロット事業実施を
検討してまいります。

出典：KDB（地域の全体像の把握）出典：KDB（疾病別医療費分析）

順位 疾患名
総費用額
（億円）

１ 慢性腎不全（透析有） 112.8

２ 高血圧症 109.7

３ 糖尿病 100.8

４ 骨折 96.8

５ 関節疾患 92.4

６ 不整脈 81.2

７ 脳梗塞 81.2

８ 骨粗しょう症 55.8

９ 狭心症 55.0

１０ 肺炎 49.8
0 2,000 4,000 6,000 8,000

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

要介護認定なし

要介護認定あり

（点）

岐阜広域における疾病別医療費（平成29年度上位10疾患） 岐阜県における要介護認定別１人当たり医療費
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■ 市町村対象研修会

市町村対象研修会は、岐阜県後期高齢者医療広域連合の保健事業に対
する理解や、市町村の関係部局（国保・介護・衛生）との連携強化の
ために開催し、岐阜広域の保健事業の推進を目指します。
平成32年度までは年１回開催、平成33年度以降は年１回以上の開催を
目標としています。

開催日 参加者数 内容
平成30年11月1日 ６３名

(オブザーバー６名含む)
①後期高齢者医療を対象とした保健事業の取り組み

講師：合同会社 生活習慣病予防研究センター
代表 岡山 明 氏

②ぎふ・すこやか健診結果データ分析の中間報告
講師：岐阜大学医学部看護学科

准教授 小林 和成 氏
③保健事業に関する意見交換会報告

■開催実績
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■ 後期高齢者に対する保健事業のあり方

• 加齢に伴う虚弱な状態（フレイル）が顕著に進行し、複数の慢性疾患とフ
レイル等を要因とする老年症候群の症状が混在するため、包括的な疾病管
理であること。

• 医療機関に通院していない場合、健診等の機会を活用し、高血圧、糖尿病
等の生活習慣病を軽症のうちに発見し、医療につなげ、重症化を予防する
ものであること。

• 保健指導については、生活習慣病等の慢性疾患の重症化予防に加え、フレ
イル等に関連する老年性症候群（低栄養、転倒・骨折、誤嚥性肺炎等）の
心身機能の低下に伴う疾病の予防・改善に着目したものであること。

• 被保険者の残存能力を落とさないこと、QOLの確保等が重要であるが、身
体状況、日常生活能力、運動能力等については、個人差が大きい。そのた
め、一律の保健指導ではなく、「できること」に着目し、本人の自信や前
向きな姿勢を育むという観点から目標が設定されたものであること。

被保険者が、できるだけ長く自立した日常生活を送るため、市町村・
医師会等関連機関と岐阜県後期高齢者医療広域連合が、共に被保険者の
QOL維持・向上のための保健事業が重要である。
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参考資料 ：高齢者の虚弱（「フレイル」）について

出典：平成28年 第1回 岐阜県後期高齢者医療広域連合運営懇話会会議資料 より抜粋
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